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1．本稿の目的と問題の所在   

本稿の目的は、米国の哲学者マーサ・ヌスバウム（Martha Nussbaum）のケイ  

パビリティ・アプローチ（capabilities approach）の視点から、一般に開発途上国  

と呼ばれる国々の主に初等レヴュルの教育開発におけるグローバル正義（global  

justice）とは何かを明らかにすることである。   

国際連合教育科学文化機関（United Nations Educational，Scientific and Cultura1  

0rganization：UNESCO）などの国際機関の呼びかけで開催され、「すべての人に  

教育を（Education fbrAll：EFA）」の理念が掲げられた1990年の「万人のための  

教育世界会議」以降、一般に開発途上国と呼ばれる国々の教育への国際的な関与  

の度合いが高まっている。  

「万人のための教育世界会議」から「すべての人に教育を」の理念を引き継いだ  

2000年の「世界教育フォーラム」では、「2015年までに‥・すべての子どもに良  

質の無償・義務初等教育へのアクセスとその修了を保障する」＝といった2015年を  

時間的枠組みとする6つの国際的な教育開発の目標が掲げられている。これらの  

目標は国際的な性格を持つため、開発途上国政府の教育開発に関与する、いわゆ  

る先進国の政府、国際機関、そして非政府組織などによってもその達成が目指さ  

れる。ただ、当該目標の達成に第一轟的な責任を負うのはあくまで開発途上国政  

府とされる2）。したがって、その普遍化が目指される「初等教育」とは基本的に  

国家政府が供する制度化された教育を指す。   

また、同じく2000年に開催された「国連ミレニアムサミット」を経て採択され  
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た包括的な国際間先日標群である「ミ レニアム開発目標（Millennium  

DevelopmentGoals：MDGs）」にも、「普遍的初等教育を達成する（Achieve  

universalprimaryeducation）」3一という初等教育に関する目標が組み込まれてい  

る、・、   

以上から、現一卜の初等レヴュルの教育開発実践は当該開発途上国政府のみなら  

ず、先進国政府、匹＝祭機関、そして非政府組織などによってなされていることが  

確認できる。，   

しかし、国家政府が供する制度化された初等教育の拡充に向けた国際的な教育  

関与はそもそもなされてよいのであろうか。   

この懐疑は国際法上の内政不干渉原則に基づいて差し向けられているのではな  

い。そうではなく、国家政府が供する制度化された初等教育（への就学とその修  

了）を則すべきグローバルな規準に据えてよいのかどうかというところにある。   

このような教育開発実践の趨勢をどう評価するかという視点は、しかし従来の  

教育開発研究では育まれていない。従来の教育開発研究では、先に挙げたような  

国際レヴュルでの合意事項が前提され射、その妥当根拠が問われてこなかった。  

これまでの教育開発研究でなされてきたのは、開発途上国の教育状況の実証であ  

り、教育開発実践を行なう先進国政府その他の援助・協力のあり方の実証であっ  

だ㌔ゆえに従来の教育開発研究は教育開発実践に対して受動的な応答をしてき  

たといわなければならない。そこではそもそも教育開発は行なわれるべきかどう  

か、行なわれるべきであるとすればそれはどうあればよいかについての規範的な  

検討が十分ではないからである。   

しかし、このことは規範的な議論が不要であるということを意味しない。規範  

的な議論はむしろ必要であり、そこから教育開発を行なうための規準が導出され  

ることが求められる。それは、教育開発という名の下での他者への不適切な関  

与・介入を防ぐためであり、同時に人間としての存立基盤を侵されている他者を  

放置しないためである。   

この教育開発に見られるような、価値や国境線を越える位相での規範を論じる  

のがグローバル正義論である。本稿では、教育開発案践を批判的に捉えるための  

理論・視座を得るために、とくにヌスバウムのケイパビリティ・アプローチに依  
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拠したグローバル正義論に準拠する。その理由は、ヌスバウムがそのリストを捷  

示するなどケイパビリティについて具体的な議論を展開し、そのケイパビリティ  

を個人において充足するというグローバル正義のための教育の位置を明確にして  

いるからである。   

そのようなヌスバウムのケイパビリティ・アプローチは、教育開発研究におい  

てもジェンダーの不平等を規範的に論じるさいに言及されるようになっている6）。  

しかし、教育開発それ自体を批判的に捉えるためにケイパビリティ・アブロけチ  

を用いる動きは見られない。   

本稿では以上の問題意識に基づき、以下ではまず教育開発が遂行される国際開  

発の今日的文脈を明らかにする。次いで、ヌスバウムのケイパビリティ・アプ  

ローチを中心にグローバル正義論とは何かを明らかにする。そののちに、ヌスバ  

ウムのケイパビリティ・アプローチの視座から目下の教育開発実践を捉え返し、  

教育開発におけるグローバル正義とは何かという点に論を進める。  

2．「貧困の撲滅」による教育開発の規範化  

「国連ミレニアムサミット」で採択された「国連ミレニアム宣言（UnitedNations  

Millennium Declaration）」には「開発と貧困の撲滅（Developmentandpoverty  

eradication）」と題された節が含まれている7）。そこでは、国際社会の開発における  

第一義的な問題は貧困であり、その撲滅が課題であると述べられている。   

同サミットを経て設定された「ミレニアム開発目標」は、2015年を時間的枠組  

みとする国際的な8つの開発目標群である。その第1の目標（Goall）には、「国  

連ミレニアム宣言」の理念を引継ぐかたちで「極度の貧困と飢餓を撲滅する  

（Eradicate extremepovertyand hunger）」8）と掲げられている。ここでの「極度の  

貧困」とは、1日1ドル以下の生活を送らなくてはならないという経済的状況．を  

指している。   

その「ミレニアム開費目標」の第2（Goa12）には、「普遍的初等教育を達成す  

る」、より具体的には2015年までに「すべての子どもが男女の別なく初等教育の全  

課程を修了できるようにする（Ensure that a11boys andgirls complete afu11  

course ofprimary education）」9）という目標が設定されている。  
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また、「ミレニアム開発目標」が設定されるよりも前の1999年に、世界銀行が開  

発途上国政府に対し、自国の貧困削減に焦点を当てた重点開発課題とその対策を  

まとめた3年間の経済1社会計画である「貧困削減戦略文書（PovertyReduction  

StrategyPaper：PRSP）」の作成を要請している10）。   

世界銀行はさらに、「ミレニアム開発目標」にある「すべての子どもが男女の別  

なく初等教育の全課程を修了できるようにする」という目標を達成するための戦  

略として「ファスト・トラック・イニシアティヴ（Fhst甘ackInitiative：FTI）」  

を2002年に立ち上げている。「ファスト・トラック・イニシアティヴ」は教育開発  

のための援助の国家選別的■集中的実施の枠組みであり、すべての開発途上国を  

対象とするわけではない。その援助対象国の選別の原則的な規準になるのが、先  

に挙げた「貧困削減戟略文書」が作成されているかどうかである。すなわち、「ファ  

スト・トラック・イニシアティヴ」は原則として「貧困削減戦略文書」が作成さ  

れている国家に対してのみ適用されるのである11j。   

以上のように、今日の国際社会の開発の文脈における第一義的な問題は貧困で  

あり、その第一義的な課題は貧困の撲滅にあることが確認できる。そして、教育  

開発はその貧困の撲滅という命題によって形成された「貧困削減レジーム」12）に包  

摂されているのである。これによって、「すべての子どもが男女の別なく初等教育  

の全課程を修了できるようにする」ための教育開発の遂行は一層規範化されるこ  

とになる。というのも、「貧困」がすでに規範的な概念であるからである。   

英国の社会政策学者ピート・アルコック（PeteAIcock）は、「貧困（poverty）」  

と、格差のような「不平等（inequality）」とを分別する。そして、「貧困」は「規  

範的な（prescriptive）」概念であり、「それについて何かすべきであることを含意  

する」概念であるのに対し、「不平等」はそうではないと述べる13）。それは「貧  

困」がその存在自体が問題とされるのに射し、「不平等」はその程度が問題とされ  

るからである。したがってまず授滅されるべきは、その存在自体が問題とされる  

貧困であるというのである141。   

今日の国際社会が日精すのは、その「貧困」の撲滅である。勿論、「貧困」とは  

どういった状態かという点では議論がなされうるし、「貧困の撲滅」をどのように  

行なうかという方法論においても異論が出されうる。しかし、包括的目標として  
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の「貧困の撲滅」に疑義を里することは、人道的にも政治的にも国難な所業であ  

るといえる。「貧困の撲滅」に疑いを差し挟むことは、してはならないこととして  

受け止められるのである。   

したがって、「貧困の撲滅」という国際目標は規範としての効力を持つことにな  

り、その効力は開発に関与する先進国政府その他の主体にも及ぶことになる。  

「貧困の撲滅」という規範によって起動された開発の枠組みに包摂される教育開  

発もまた、それゆえにその遂行が一層規範化されることになる。そして、「すべて  

の子どもが男女の別なく初等教育の全課程を修了できるようにする」という目標  

に前提されている、すべての子ビもは国家政府が供する制度化された初等教育を  

受けるべきであるという規範の正当性についてはItijわれなくなるのである。   

また、「貧困の撲滅」という規範が国際的に示されることによって、その目標の  

達成のために、先進国政㈲、国際機問、そして非政府組織といった主体からの援  

助を含む教育関与が要請されることにもなる（〕だが、この点の正当性についても  

問われなくなる。   

しかし、すべての子どもは国家政府が供する制度化された初等教育を受けるべ  

きなのであろうか。先進国政府その他による初等教育への関与が行なわれること  

によって、すべての子どもはl軒家政府の供する制度化された初等教育を′受けるべ  

きであるという、あくまでひとつの価値観範が強化されることになる。が、それ  

でよいか。このような規範的な問題に取り組むために、以下では国家を超えたグ  

ローバルな地平での正義についての議論を展開するグローバル正義論を見ていく  

ことにする。  

3．グローバル正義論   

古代ギリシアにおいてそうであったように、正義とほローカルなものであると  

されてきた。たとえば米国の哲学者トマス・ネーゲル（ThomasNagel）は、主権  

（sovereignty）があるために国家は正銘の範域となるが、「グローバル社会」には  

それがないために正義の範域にはなF）えないと述べる1㌔ また、たとえばユニラ  

テラリズムが「正義」の名の下に展開されることがあるように、「正義」のグロー  

バルな通用は暴力的であるとの危惧も完全には払拭されていない。  
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それに対してグローバル正義論は、正義の範域は国家に限定されないとして、  

グローバルに妥当する正義を探究している。そして、グローバル正義論を含む今  

日の正義論は、「『＜正しいこと＞とは、強い者の利益にほかならない』という正  

義の見解に対する異議申し立てを含んでいる」16j。そうであるからこそ、グロー  

バルな正義が求められているのである。   

ここでの「正義」とは、米国の政治哲学者ジョン・ロールズ00hnRawIs）の  

『正義論』にも見られるように、人間によって構成される社会（society）および制  

度（institution）の正／不正を評価する規準を意味している17）。   

グローバル正義論においては、この社会・制度の正／不正を評価するグローバ  

ルな規準、すなわち正義が設定されようとする。グローバル正義論では、その規  

準の一部はローカリティによって異なるとの見方が揺られつつも、ローカリティ  

を通分する正／不正の規準は存在し、そのレヴュルでの規準＝正義をグローバル  

に適用し、社会■制度を評価しようとする。このレヴュルでの正義は相対的では  

なく絶対的であり、グローバルiE義論ではこの絶対性が追究される。   

ただし、この絶対性の規準についての画一的な定義がグローバル正義論内部で  

なされているわけではない。人間が人間として存在するための最低水準を設定  

し、保障するという共通の方向性は見出されるものの、その最低水準をどのよう  

に設定するかは論者によって異なっているのが硯状である。   

たとえば哲学者のトマス・ポッゲ（Thomas Pogge）は、1日1ドル以Tの生暗  

を送らねばならないといった、人間が経済的に絶対的な貧困である状態を正義に  

反した状態であると見なし、その貧困を撲滅することをグローバル正義の名の下  

で求めている18）。   

ロールズ正義論の批判的継承者であるポッゲは、社会・制度の審級として正菟  

を据える。ポッゲはその社会・制度を「社会制度（socialinstitutions）」1g）と呼ぶ  

が、その社会制度として世界貿易機関（World甘ade Organization：WTO）とその  

下で築かれた「新しいグローバルな経済秩序（the newglobaleconomicorder）」20）  

などが想定されている。   

ゆえにポッゲにとっての社会制度とはグローバルな社会制度であり、その審級  

としての正義もグローバルに適用される。したがって、ポッゲにとっての社会の  
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構成員には、ロールズが想定した「社会」すなわち「相互利益のための協同事業  

（acooperativeventureformutualadvantage）」21rに参加する者だけでなく、世界  

貿易機関などのグローバルな社会制度の影響‾Fにある者全員が含まれる。   

ポッゲによれば、世界貿易機関のような社会制度は、開発途上国に住まう人び  

とに貧困を強いている（impoverishing）22）c一これは正義に反するとポッゲはいう。  

しかし、そこには逆に、開発途上国の人びとに貧困を強いる社会制度から恩恵を  

浴している人びともいる。これも正義に反するとポッゲはいう。というのも、世  

界貿易機関などの社会制度の恩恵に与る人びとは、人びとに賓凶を強いてはなら  

ないという消極的義務に反していることになるからである。したがってこれらの  

人びとには、人びとに貧困を強いてはならないという消極的義務の履行が求めら  

れるのである。   

その消極的義務履行のための具体的な制度として構想されているのが、「グロー  

バルな資源の配当（GlobalResources Dividend：GRD）」である23｝。「グローバル  

な資源の配当」とは、天然資源の販売などによって生まれた利益の一部を、天然  

資源にアクセスできない貧困層の人びとに分配するというものである。これに  

よって1日1ドル以下の生活を送らねばならないといった経済的に絶対的な貧困  

は撲滅され、グローバルな正義が実現するであろうとポッゲはいうのである。   

このような人間の生の最低水準の保障という観点からグローバル正義を追究す  

る姿勢をポッゲと共有しつつも、ポッゲのいうような経済的な財の充足だけでは  

貧困は撲滅されないという立場に立つのがマーサ・ヌスバウムである。   

ヌスバウムは、経済的な財はあくまで人間が生きるための手段なのであり、問  

題はその手段（財）を用いて「人間が実際に何をできるのか、そして何になるこ  

とができるのか（whatpeopleareactual1yabletodoandtobe）」24）に着眼しなけ  

ればならないと述べる。手段ではなく目的が充足されているかどうかで人間の貧  

困状態は捉えられねばならないというのである。それをヌスバウムは「ひとりひ  

とりの人間を目的とする原理（aprincipleofeachpersonas end）」25）と呼ぶ。   

それゆえにヌスバウムは、「人間が実際に何をできるのか、そして何になること  

ができるのか」に焦点を合わせる「ケイパビリティ・アプローチ」を採用し、そ  

こからグローバル正義を構想する26ノ。  
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ヌスバウムがグローバルな正義の審級に据えるのは「人間の中心的なケイパビ  

リティ（centralhumancapabilities）」（が充足されているかどうか）である271。こ  

れは「人間の中心的な機能的ケイパビリティ（centralhumanfunctional  

capabilities）」2呂）とも呼ばれている。ヌスバウムにとっての貧困とは、この「人間の  

中心的なケイパビリティ」が充足されていない状態をいう。そしてその充足状況  

を評価するためにヌスバウムが提示するのが、「それ以下では真に人間らしい機能  

を達成できない水準」という意味の「ケイパピ1）ティの開催（thresholdlevelof  

eachcapability）」である29）。   

ヌスバウムによれば、その間値の充足が目指される「ケイパビリティ」とは  

「人間がそのおかげで何かできるための必要条件（conditioninvirtue ofwhich  

oneisable to do something）」30）のことである。そして「ケイパビリティ・アプ  

ローチとは、人びとに真に人間らしい生活を送るための必要条件を与えるもので  

ある（The capabilitiesapproachaims atgivingpeoplethe necessaryconditions of  

a tru1y humanlife）」31）とされる。  

「ケイパビリティ」は「可能力」という邦訳もなされているように32）、人間が複  

数の選択肢を設定し、そこから自らが価値あるものと判断する選択肢を実際に選  

択できる能力を指すものである。そしてそのひとつひとつの選択肢が「機能  

（functioning）」と呼ばれる33〕。したがって、「ケイパビリティ」とは経済的資源な  

どの財を機能に変換する能力であるということができる。   

ケイパビリティ・アプローチはその名が示すとおり、ひとつひとつの具体的な  

選択肢である機能の拡充ではなく、その機能を選択するためのケイパビリティの  

充足に主眼が置かれている。そ・れゆえグローバル正義において目指されるのも、  

機能ではなくケイパビリティの充足である。ヌスバウムはその理由について以下  

のように述べる34）。   

もしわれわれが公共政策の目標として機能を設定するならば、人びとにたったひ  

とつの決められた方法で生きるよう強制することになり、リベラルな多元主義者は  

〔そのことについて〕人びとが自身の善の構想に基づいて選択したであろう多くの選  

択肢をわれわれが予め排除し、おそらく彼／彼女らの権利をも侵害していると正し  
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く非難するであろう。   

ケイパビリティ・アプローチは個人のケイパビリティを充足させるために他者  

によって採用されるアプローチであり、他者による個人へのひとつの関与のあり  

方を示すものである。ここでの「他者」には、国家政府、非政府組織なども含ま  

れる。したがってケイパビリティ・アプローチには、それが人びとに特定の生き  

方を強制し、他の選択肢を前もって排するような関与にならないことが求められ  

るのである。   

では、どのようなケイパビリティが充足されればよいのか。換言すれば、どの  

ようなケイパビリティであれば、それを充足するための関与が正当化されるの  

か。   

ヌスバウムは先に触れた「人間にとって中心的な（機能的）ケイパビリティ」  

のリストを提示することでそれに答えようとする35）。リストは10の要素から成り  

立っている。  

（1）生命：正常な長さの人生を最後まで全うできること。早死にしないこと、   

つまり生きるに催しないほどに人生が磨り減らされる前に死なないこと。  

（2）身体的健康：リブロダクティヴ・ヘルスを含み、健康であること。，適切な   

栄養を摂取できること。適切な住居があること。  

（3）身体的統合：自由に移動できること。主権者として扱われる身体的境界線   

を持つこと、すなわち、性的暴行、子どもに対する性的虐待、そして家庭   

内暴力を含む暴力から安全であること。性的満足と生殖に関する事項にお   

ける選択の機会があること。  

（4）感覚・想像力・知覚：感覚を使用できること、想像し、思考し、判断でき   

ること。そして、識字および基礎的な数学的・科学的訓練を含む適切な教   

育によって提供され、滴養された「真に人間的な」方法でこれらのことが   

できること。自己の選択、宗教、文学、音楽など、自己表現の創作活動の   

経験のさいに想像力と思考力を使用できること。政治的・芸術的発言の自   

由および信仰の自由に関する表現の自由の保障によって保護されながら理  
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性を働かせることができること。自分自身の方法で人生の究極的な意味を  

追求できること。楽しい経験をし、不要な痛みを回避できること。  

（5）感情：われわれの周りの物と人に対して愛情を持つことができること。わ  

れわれを愛し、ケアする人を愛することができること、そのような人びと  

がいなくなることを悲しむことができること。一般に、愛することができ  

ること、悲しむことができること、願望、感謝、そして正当な怒りを経験  

できること。極度の恐怖および不安によって、あるいは虐待や無視のトラ  

ウマによって個人の感情的な発達が妨げられないこと。（このケイパビリ  

ティを支援することは、発達において決定的に重要である人と人との結び  

つきを支援することを意味する。）  

（6）実践理性‥善が構想できること、自らの人生の計画について批判的に熟慮  

できること。（これは良心の自由の保護を伴う。）  

（7）連帯：  

A．他者とともに、そして他者のために生きることができること、他者を  

認識し、関心を示すことができること、さまざまな社会的な相互作用に従  

事できること。他者の立場を想像し、その立場に共感できること。正義と  

友情双方へのケイパビリティを持つことができること。（このケイパビリ  

ティを保護することは、さまざまな連帯を形成・育成する制度を保護する  

ことであり、結社と政治的発言の自由を保護することでもある。）  

B．自尊心を持ち、屈辱を受けることのない社会的基盤を持つこと。他者  

と同等の価値を持つ尊厳のある存在として扱われること。これは、人種、  

性、性的志向、宗教、カースト、エスニシティ、あるいは出身国に基づい  

た差別から保護されることを最低限含意する。労働では、実践理性を使用  

し、他の労働者との相互認識に基づいた意味ある関係を結びながら、人間  

として労働できること。  

（8）共生：動物、植物、そして自然界に関心を持ち、それらと関わりながら生  

きることができること。  

（9）遊び：笑い、遊び、レクリエーション活動を楽しむことができること。  

（10）環境のコントロールニ  
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A．政治的：自分の生活に影響を与える政治的選択に効果的に参加できる  

こと。政治的参加の権利を持つこと、発言および結社の自由が保護される  

こと。  

B．物質的：形式的にも真の機会という意味でも、土地および動産の財産を  

持つことができること。他者と同等の財産権を持つことができること。他  

者と同等の雇用を求める権利を持つこと。不当な捜査および押収から自由  

であること。   

以上のように、ヌスバウムのケイパビリティのリストは人間として存在するた  

めの最低水準という位相で設計されているといえる36） 。そしてこれらのケイパビ  

リティの中では、とくに「感覚・想像力・知覚」に教育の要素が組み込まれてい  

る。しかし、ヌスバウムにおけるケイパビリティの位相と教育の位相は完全には  

符合しない。というのも、ヌスバウムが機能としても教育を位置付けているから  

である。ヌスバウムは次のようにいう37）。   

もしリストにあるすべてのケイパビリティを持った成人を育てようとするなら  

ば、子どものときにある特定の機能を澗たすことがしばしば必要となるであろう。  

というのも、・‥子どものときにある機能を満たしておくことは、成熟した成人の  

ケイパビリティを生み出すためにしばしば必要となるからである。それゆえ、初  

等・中等教育が成人になったときのすべての選択において果たす役割に鑑みるなら  

ば、それらを要求することはまったく妥当であろう。   

こうしてケイパビリティ・アプローチにおいては機能としての教育を充足する  

というアプローチも求められることになる。この「機能としての教育」とは何か  

についてはヌスバウムにおいても明らかにされていないため3削、ここではケイパ  

ビリティの位相と教育の位相とのずれを確認するに留められる。   

以上のような機能としての教育によって開花されていく側面を持つリスト化さ  

れたケイパビリティの具現にあたっては、文化による解釈の余地が残されてい  

る。しかし、ケイパビリティ・リストの思想的基盤はあくまで「普遍主義  

63   



（universalism）」39）にある。ただ、リストが示唆するように、この普遍主義ほ人間  

として存在するための最低水準という次元に根付いたものである。この点につい  

てヌスバウムは次のようにいう40）。   

私は文化を越えた幅広い合意を得ることができるような、真に人間的な機能の中  

心的な要素のリストを作ることができると考えている。（その理由は、悲劇的な話  

が文化の境界線を越えて受け入れられているからである。世界の形而上学的理解に  

は差異があるとしても、ある穂の剥奪状態（deprivations）はひどいものであると理  

解される。）   

このようにヌスバウムは、「悲劇的な話」や「剥奪状態」については文化横断的  

な合意が得られるとし、それゆえに剥奪されているものを回復させることについ  

ても合意されるとする。この意味において、ヌスバウムのケイパビリティのりス  

トは人間として存在するための最低水準を示したものということができる。ヌス  

バウムもいうように、「中心的なケイパビリティのリストは、完全な正義論ではな  

い自 このリストは、多様な領域の適度な社会的最小限を決定するための基礎であ  

る」ノ11J。   

しかし、この「社会的最低限」としてのケイパビリティを個人において充足す  

る役割は誰が担えばよいのか。ヌスバウムは国内レヴュルではそれを国家政府に  

課していたが、国際レヴュルでは「世界共同体（world community）」とそれを構  

成する非政府組織や個人にも負わせている42）。だが、世界共同体に個人のケイパ  

ビリティを充足する役割を課したからといって、国家政府がそこから免責される  

わけではない。「世界共同体と国民国家はこれらの〔ケイパビリティ充足という〕  

目標に向けてともに努力すべきなのである」43J。   

世界共同体など当該国家政府以外の主体にも担われることによって、ケイパビ  

リティ・アプローチはグローバルに適用されることになる。このさい、ポッゲが  

そうしたようにヌスバウムも重要視するのが「制度（institutions）」である44｝。つ  

まり、制度を介在させて人びとのケイパビリティをグローバルに充足させること  

が求められるというのである。その理由は、制度に基づいた方が個人に委ねるよ  
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りも公正性が確保できるからであり、制度の方が個人よりも受容・処理能力  

（capacity）があるからである45）。   

こうしてグローバルな制度が要請されることになるが、そこには10の制度原理  

が付されることになる46）。  

（1）責任の重層橋造：国内的なもの（the domestic）は責任から逃れられない47）。  

（2）人間のケイパビリティを促進するかぎりにおいて、国家主権は尊重される。  

（3）富裕国は、その国内総生産の相当部分を貧困国に与える責任を有する。  

（4）多国籍企業は、その進出地域において人間のケイパビリティを促進する責  

任を有する。  

（5）グローバルな経済秩序をなす主要な構造は、貧困で開発の途上にある国々  

に対して公正であるよう設計されなければならない。  

（6）われわれは、薄く、分権化された、しかし実効的なグローバルな公共圏を  

作り上げるべきである。  

（7）すべての制度と（大多数の）個人は、それぞれの国家および地域の恵まれ  

ない人びとの問題に焦点を当てるべきである。  

（鋸病人、高齢者、子ども、そして身体障害者へのケアは、世界共同体によっ  

てとくに焦点が当てられるべきである。  

（9）家族は、重要であるが“私的”ではない領域として扱われるべきである。  

（10）すべての制度と個人は、現在恵まれていない人びとをエンパワーメントす  

るための重要な方途として、教育を支援する責任がある。   

グローバルな制度原理の最後にあるように、グローバルな制度とその構成員  

は、人間のケイパビリティを充足するために「致育を支援する」ことが求められ  

る。ヌスバウムは前掲した「人間の中心的な（機能的）ケイパビリティ」に教育  

の要素を組み込みつつも、「教育はすべての人間のケイパビリティにとって重要で  

ある」48）と述べ、ケイパビリティのための教育を重要視する。   

さらにヌスバウムは、「国内政府はそれぞれの国家で教育を促進させるためによ  

り多くのことができる 。しかし、企業、（個人の寄付や政府の対外援助などによっ  
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て資金提供された）非政府組織、そして（国際的な文書およびフォーラムにおけ  

る）グローバルな公共圏は、普遍的な初等・中等教育を達成するためにさらに多  

くのことができる」49）と述べ、国家政府が供する初等教育への国家政府以外の主  

体による関与を促している。   

このように、グローバル正義論はヌスバウムのケイパビリティ・アプローチを  

経由して教育開発の問題へと接続される。   

グローバル正義論は一方で、ポッゲによって眼下に広がる経済的に絶対的な貧  

困に責任を有する主体としてわれわれが名指しされ、その摸滅に向けたある種の  

世界税の構想によって義務の制度的な履行が請求される50）。これによってわれわ  

れは貧困の問題から免れることがますますできなくなったといえる。   

他方ヌスバウムは、ポッゲが重要視する経済的資源などの財を用いて機能を選  

択するための能力であるケイパビリティの充足にグローバル正義の審級を求め  

る。そしてケイパビリティの充足のために、教育とそれを倶する国家政府、さら  

には企業や非政府組織などの主体をグローバルな地平で呼び出しているのであ  

る。  

4．グローバル正義論の教育開発への適用   

前々節で見たように、「貧困」は解決されるべきであるという規範を内在する概  

念である。そして今日の教育開発実践はその「貧困の撲滅」という規範に導かれ  

ている。それゆえ、国家政府の供する制度としての初等教育を受けねばならない  

というひとつの価値規準を前提とした「普遍的初等教育の達成」という教育開発  

実践自体もー層規範化されている。この教育開発実践の規範化の効力は、当該開  

発途上国政府のみならず、先進国政府、国際機関、そして非政府組織にも及ぶも  

のである。したがって、まさに国境線を越えたグローバルな教育関与が規範的に  

要請されることになる。それゆえにこのような状況では、すべての子どもは国家  

政府の僕する制度としての初等教育を受けねばならないのか、という問いは封じ  

られることになるのであった。   

しかし、理論面からはこの点に疑義が里されうるはずである。にもかかわら  

ず、機能という具体的な状態ではなく、機能の束から個々人が価値あると認める  
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機能を選択できるためのケイパビリティという一種の能力の開発を目指すヌスバ  

ウムにおいても、国家政府の供する初等教育へのアクセスとその修了を普遍化す  

るという規範・価値は疑われていない。   

しかしながらケイパビリティ・アプローチの視点から見れば、国家政府の供す  

る初等教育へのアクセスとその修了という具体的な状態は、ケイパビリティとし  

てではなく、ひとつの機能として捉えられる。そのケイパビリティ・アプローチ  

は、機能を充足することではなく、その機能を選択するための能力を個人に身に  

付けさせることを目指すものである。したがって、ケイパビリティ・アプローチ  

の視点から国家政府が倶する初等教育へのアクセスとその修了の普遍化を直ちに  

正当化することは理論的にはできないことになる。   

このことは、国家政府が供する初等教育が不要である、あるいは制度化される  

べきではないという主張を含意しない。むしろケイパビリティ・アプローチの視  

点からは、国家政府によって初等教育制度が整備されるべきことが主張されう  

る。というのも、それは国家改府が供する初等教育にアクセスするというひとつ  

の機能を子どもの前に整えておくことになるからである。国家政府の供する初等  

教育へのアクセスという選択肢を選択したいと望む子ども（の保護者）が実際に  

そこにアクセスするためには、国家政府の供する初等教育もまたひとつの選択肢  

として整えられるべきことになる。   

このように、どのような教育にアクセスするかという選択をなしうる能力を前  

もって身に付けさせることも、機能としての教育には求められる。したがって機  

能としての教育の問題は、国家政府が供する制度としての初等教育の問題には直  

結されない。   

こうしてケイパビリティ・アプローチからは、まず機能としての教育が正当化  

される。そこではケイパビリティのために行なわれるべき教育が措定される。し  

かしながらこれまで述べてきたように、その機能としての教育から、すべての子  

どもは国家政府が供する制度としての初等教育にアクセスすべきであるといった  

含意を導出することはできない。機能としての教育が意味するのは、どのような  

ケイパビリティのために・どのような教育が・どのような方法で子どもに供され  

るべきかという教育の目的・内容・方法に通ずる諸側面である。すなわち、将来  
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自らのケイパビリティを開花させるための能力を個人において滴聾するのが、機  

能としての教育の役割なのである51）。ゆえに、ケイパビリティ・アプローチの有  

する機能としての教育という視点からまず正当化されるのは、ケイパビリティと  

いう能力の開発のための目的であり内容であり方法であって、制度ではない。   

勿論、機能としての教育の制度化を国家政府に要請することは否定されない。  

機能としての教育の目的・内容・方法といった諸側面から設計された制度であれ  

ば、それは正当化されるであろう。しかし、その制度が国家政府によって供され  

る現行の初等教育制度でなければならないということにはならない。機能として  

の教育が実際に供されているかという視点から現行制度を批判的に捉えるために  

も、まずは機能としての教育の内実が理論的に開示されなければならない。   

したがって、以上のようなケイパビリティ・アプローチの視点からは、教育開  

発実践の現状は直ちに正当化されない。それは、国家政府が供する制度としての  

初等教育へのアクセスとその修了という形式的で数値によって処理可能な指標に  

よってのみ教育を捉えているからである。機能としての教育という捉え方が数え  

るように、重要なのは教育の内実であり、それによって子どもがどのようなケイ  

パビリティを身に付けるかである。それゆえに問われなくてはならないのは、ま  

さにプライマリーに求められる教育の内実とは何か、なのである。   

しかし、教育の内実が重要であるからこそ、問題性はさらに深まることになる。  

というのも、教育の内実は価値を離れては存立しえないからであり、価値を含み  

込まざるをえない「機能としての教育」をグローバルな地平で設定し、供するこ  

とになるからである。このことは、「機能としての教育」とは何かという問いと同  

時に、「機能としての教育とは何か」を決定するのは誰かという問いをもグローバ  

ルな空間に立ち上げる。この点は価値が多元的に存在するグローバルな地平にお  

いて、より一層問題性を帯びることになる52j。それは、価値多元空間において異  

なりあう価値をどう処遇するかが問われることになるからであり、にもかかわら  

ず「機能としての教育」が「教育」である以上、何らかの価値に立脚しなければ  

ならないからである。   

とはいえ、価値をめぐる教育の問題が非常な困難を抱えているからといって世  

界共同体を免責してその間題を国内空間に差し戻し、各国の国内問題としてのみ  
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処理するよう要請することもまたできない。それは、国内空間が教育の内実を決  

定するに最も適切な範城であるとは必ずしもいえないからであり、ポッゲが示唆  

するように、われわれはすでに関係性によって規定される世界共同体に埋め込ま  

れているからである。   

ケイパビリティという人間が人間で在るために最低限必要とされる能力の培養  

基となる機能としての教育の問題、とりわけその内実に関わる問題は、こうして  

グローバルな地平に留まることになる。それゆえに、その理論的解明峠求められ  

なければならない。文化的解釈の余地を残しつつも、その培養基としての「機能  

としての教育」を理論化することによってはじめて、価値を越境してなされる教  

育関与の正当性が評価できるからである。これによって、教育への不適切な介入  

を防ぐとともに、機能としての教育が満たされていない状況が判断できるように  

なる。しかしながら同時に、何らかの価値を含み込んだ「機能としての教育」を  

普遍的に措定することには植民地主義的な暴力性がはらまれうる。だが、「機能と  

しての教育」という規準はその暴力的な関与・介入を防ぐためにも求められる。し  

たがって、「機能としての教育」は措定されたのちも再審に付され、作り直される  

機会に開かれていなければならない。逆にいえば、再審されるためにも「機能と  

しての教育」は理論的に開示される必要があるのである。   

以上より、次のことが導出される。すなわち、教育開発におけるグローバル正  

義としてまず要請できるのは、国家政府が供する制度としての初等教育へのアク  

セスとその修了を保障することではなく、「機能としての教育」という教育の内実  

を子どもに保障することである。そして、その機能としての教育を保障するかぎ  

りにおいて、当該国家政府のみならず、世界共同体に属する多元的な主体による  

グローバルな教育関与も認められうるのである。  

5．本稿のまとめと今後の課題   

現下の国際社会では、貧困の撲滅に向けた取り組みが行なわれている。その  

「貧困」は、それに対して何らかの措置がなされるべきことを含意する規範的概念  

である。したがって、貧困撲滅のための枠組みに包摂される教育開発も、それゆ  

えになされるべきこととして規範化され、その遂行が要請されている。遂行が要  
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請される教育開発において日下目指されているのは、「2015年までにすべての子ど  

もに ・良質の無償・義務初等教育へのアクセスとその修了を保障する」こと  

である。そしてこの目標の達成に向けて、第一義的には当該開発途上国政府の関  

与が求められており、同時に先進国政府、国際機関、あるいは非政府組織といっ  

た主体による教育関与が呼び出されている。ここでは国家政府が供する初等教育  

の普遍化は疑われるべき価値ではなく、達成されるべき目標としてのみ位置付け  

られている。   

しかし、ヌスバウムのケイパビリティ・アプローチの視点から見るならば、国  

家政府が供する制度としての初等教育の普遍化が国際目標として設定されること  

は直ちに正当化されない。ケイパビリティ・アプローチの視点から求められるの  

は、「機能としての教育」というケイパビリティを開花させるための培養基として  

の教育である。これは教育の制度の問題ではなく、教育の内実の問題である。ケ  

イパビリティを開花させるためにはどのような教育がどのような方法で供されれ  

ばよいのか、それが問題となる。したがって、ケイパビリティ・アプローチの視  

点からまず正当化されるのは、この機能としての教育である。   

ただ、機能としての教育の内実は何らかの価値に立脚せざるをえない。そのた  

め、それをグローバルな審級として開発途上国の教育開発を行なうことには常に  

暴力性がはらまれうる。しかし、それでもなお、「機能としての教育」の内実は理  

論的に開示されなければならない。それは、そうした審級なくしては開発途上国  

政府の教育状況を評価することも、価値を越境した教育関与のあり方の正当性を  

論じることもできないからである。勿論、その「機能としての教育」は問い直さ  

れ、作り直される機会に開かれていなければならない。そのためにも「機能とし  

ての教育」とは何であるかが理論的に開示される必要がある。   

ただ、その機能としての教育の内実の問題と、それを実際に供する主体の問題  

は別である。たとえば、ある国家で機能としての教育が供されていないと判断さ  

れたとき、そこに生まれ生きる子どもを機能としての教育が供されているそれと  

は別の国家に移動させて教育することは果たして正当化されるのか。また、とく  

に先進国の非政府組織が開発途上国に出向き、ノンフォーマル教育というかたち  

で機能としての教育を行なうことは正当化されるのか。樺能としての教育の内実  
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の問題には、このように主体の問題が付きまとう。これは教育開発におけるグ  

ローバル正義を実現するための具体的方途の問題でもある。この間題に取り組む  

ことが今後の課題である。  
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G温oba且伽s也ceim E血catioma且Deve且opmemt：  

From theviewpoint ofMartha Nussbaum’s  
Capabilities Approach  

NoriyukiHASHIMOTO  

The aim of this paperis to clarifywhatglobaljusticeisininternational  

educationaldevelopment h：Om the vleWPOint of Martha Nussbaum’s capabilities  

approach・   

′mday’s educationaldevelopment practices are subsumed under the  

development打amework which engagesin eradicating povertyこ“Poverty”is a  

prescriptive concept whichimplies something should be done aboutit・Thus  

educationaldevelopment practicesalso become prescriptive．   

In fact，the eight Millennium Development Goals，allby the target date of  

2015，include“Eradicate extreme poverty and hunger”as the goal1and  

“Achieve universal pnmary education”as the goal 2．Besides，at the World  

Education Fbrumin2000，the sixinternationaleducationaldevelopment goals，  

including ensunngthatby2015al1children．．．haveaccessto andcompleteftee 〃   

and compulsory prlmary education of good quality：’were shared by the world  

COmmunity．  

Ffom the Nussbaum’s capabilities approach，however；universalprlmary  

educationis notjusti丘ed directly；Since aninstitutionalizedprlmary SChoolis not  

a“capability”but a“functioning．”Aninstitutionalized primary schoolis one of  

values and optlOnS．Thereforeitis afunctionlng．CapabilitylS an ability to  

Choose afunctionlng amOng pluralfunctionlngS．  

Education for capabilities approach pnmarily means notinstitutions but  

contents to cultivate each person’s capabilities．Andthe capabilities approach  

requlreS the world communlty tO meet educationalcontents and methods forit・  

This is the global justice in educational development. 

Still，Nussbaum does not explain what education for capabilitiesis・Hence  

it has to be received as the first task for an educational research．And，  

according to Nussbaum，the s叫ect who provides educationis notlimited to  

75   



the government．The citizensin the world communlty are able to educate  

Childrenin any countries．But Nussbaum does not glVe an enO11ghexplanation  

aboutit．Therefore thisis the second task howto achieve theglobaljusticein  

educationaldevelopment．  
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